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日本一の特養ホームづくりをめざす

素敵なスタッフたちとの出会いから学んだこと

日進市まちづくり推進課　宮地勝志さん

■ボトムアップ式の仕組みを

２００２年。美しいとされる都市を創り出すために、トップダウン式にハード整備に力を注ぐ都市計画という手法を否定して、美しくなくても心地よく暮らしていけるまちを育てていけるよう、市民が企業や行政と一緒になって計画を作り、実現させ、そして運営や管理も担っていくボトムアップ式の仕組みを作ろうと、その仕掛けを考えている。地域が感じられるまちは、そこの住民が汗を流してこそできるもの。汗を流す過程で得た体験は、言葉を忘れても実感として残っていく。実感の連続はいずれ、そのまちの住民としてのプライドを培い、子々孫々に伝えたい郷土愛を育くんでいく。国の法律とまちづくり条例のあつれきが各地で起きている。それでも各地でのまちづくり条例を制定しようという動きは、地方分権が有効であったことの証として、本来の自治体への転換という文化の芽吹きであると思う。この国に未来があるためにも、その潮流に参加していくことの意義は深い。行政が住民の幸せの形を想像して、そのまちに必要、不要とされるものを、ザルの目を細かくするがごとく誘導、規制することに精力を費やすような時代はもうお終いにすべきでは？…と、日々あれこれと考えている。

■市民、行政、コンサルが一緒に学ぶ

１９９９年秋から２００１年秋にかけて、『市民参加』を「公共事業の意思決定に市民が参加すること」と位置づけて、市民（住民）主体による高齢者・児童地域施設の建築基本計画づくりから建築設計までを取組んだ。テーマは、「完全無欠の市民参加」、副題は「市民、行政、コンサルはどこまで耐えられるか」。この取組みでは、住民と行政、設計者とが互いをよく知り、互いに学び合い、共に考え、一緒に発見していく過程の中で信頼関係を築いていくことをめざした。コミュニケーションや意思決定の過程をできる限りガラス張りとし、経験を共有化していくことに努めた。
ワークショップ形式による施設の計画づくりの参加者を公募して、この呼びかけに応じた地域住民により、設計研究会はスタートした。この年１０月末の第１回の集まりから、２００１年１１月上旬の最後の集まりまで、ワークショップによる全体会の回数は約６０回。そして、この他に、議論を深めるために、グループに分かれての討議も数多く行い、結果、設計研究会が関わった会合は合計すると１００回をゆうに越えた。計画づくりで話し合っている内容を地区住民に伝えるため、メンバーによってニュース紙の発行やインターネットのホームページによる広報活動も積極的に行った。

住民スタッフは、事業運営のための事務局会議にも参加した。事務局会議をオープンにするということは、辛い嫌な場面も共有すると同時に何も隠せる玉がなくなる。みなが肉体的にも精神地域共生情報2003年１・２月号　「日本一の特養ホームづくりを目指す…」


的にも相当にハードなものを味わった。耐えられなくなって限界を知った者が、この仕事に関わった意義があると考えていた。それを乗り越えていかなければ新しい局面は見えてこない、新しい道は開けないと確信していた。

■「本当に笑えること」でつながる

２０００年３月、高齢者保健福祉計画のバージョンアップ版として「にっしん高齢者ゆめプラン」が誕生。「ゆめプラン」と名づけたように、長寿社会に向けた今後の施策の主題を、介護基盤の充実から、２１世紀は人が本当に幸福に最期を迎えられることの保障を追求する時代を迎えようと提唱した。笑って死ねるための自分づくり。役所はこれまで「泣かないため」をお題目として、仕事を作ってきた。新世紀の夜明けにあって、市民生活本位の行政へ変わっていくきっかけとして、市民参加、市民と行政の協働によって「本当に笑えること」を考えていくことこそ、そこにつながっていくはずだと考えた。高齢期の生活を支える施策理念の観点を「ライフサポート（生涯支援、生活支援）」として、「自由に暮らせる」、「自立して暮らせる」、「楽しく生きがいをもって暮らせる」、「健康に暮らせる」という４つのビジョンを立てた。行政サービスのあり方を、出生から死亡に至るまでの生涯の流れの中で、個人の体、心、暮らし、遊び・交流という生活の要素に関連付けていくことが重要であることを提起した。その具現化の一つに、「お元気パソコン教室」、「（ワイガヤ式の相談補講としての）お気楽亭」がある。要は「冥土のみやげにパソコンを持っていこう」というもの。高齢者を対象にした高齢者で組織するＮＰＯ法人と行政との共催によるパソコン教室。インターネットやＥメールで彼女、彼氏を作って、盛り上がっていただこうというものであり、すごい人気事業となっている。

■三愛ホームの誕生

そんな様子を見ていた女と男がいた。理想の高齢者介護施設づくりに情熱を抱いてきた、まさに施しの生き様を見るような一人の女と、一人の男。

彼らは愛知三愛福祉会を作った。三愛ホーム誕生物語は、市が募集した特別養護老人ホーム等を設置・運営しようという社会福祉法人に選定されたことから始まった。２０００年のクリスマスである。セミナーでは、彼らとの運命の出会いと、つきあいを紹介させていただく中で、これから特養ホームを作ろうとされている有志の方々に、明日の実現に向けていくためには、何が本当は大切なことなのか考えていただければと願う。キーワードは、形ではなく信念、ネットワークが作る法人、プランよりプロセスづくり、文化づくりである。手の内はすべてお見せするつもりである。
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特別養護老人ホーム等を設置・運営する社会福祉法人募集要綱

（目的）

第1条　この要綱は、ねたきり老人等の要介護老人の入所施設である特別養護老人ホーム及び関連施設（以下「特別養護老人ホーム等」という。）について設置・運営する社会福祉法人を日進市（「以下「市」という。」が募集し、特別養護老人ホーム等を設置することにより、老人福祉の増進を図ることを目的とする。

（定義）

第２条　この要綱において「社会福祉法人」とは、社会福祉事業法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定する社会福祉法人（社会福祉法人を設立しようとする者を含む。以下「法人」という。）をいう。

（施設）

第３条　この要綱により対象とする施設は、次のものとする。

(1) 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の５に規定する特別養護老人ホーム。

(2) 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の３に規定する老人短期入所施設。

(3) 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の２の２に規定する老人デイサービスセンター。

(4) 厚生省社会局長通知「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」（昭和５１年５月２１日）別添４の４に規定する痴呆性老人グループホーム。

（設置基準）

第４条　施設は、国が定める設置基準に適合するものであることとする。

（定員）

第５条　特別養護老人ホーム等の定員は次の表のとおりとする。

	種類
	定員

	特別養護老人ホーム
	５０人

	老人短期入所施設
	１０人

	老人デイサービスセンター
	２０人

	痴呆性老人グループホーム
	  ９人


（土地）

第６条　施設を建築する上で必要な土地は、法人が所有、または取得の予定があることとする。

（建築年次）

第７条　特別養護老人ホーム等の建築等の年次は、平成１４年度に着工、完工し、平成１５年度中の開所を目途とする。ただし、国庫補助採択年度の変更等やむを得ない事情が生じた場合地域共生情報2003年１・２月号　「日本一の特養ホームづくりを目指す」


は、市と協議し決定するものとする。

（市の費用負担）

第８条　市において負担する費用は、施設及び設備整備に要する費用の内、国庫補助基準額の４分の１の金額以内とし、法人と別途協議するものとする。

（募集期間）

第9条 法人の募集期間は、平成１２年１１月１日から同年１１月３０日までとする。

（応募手続）

第１０条　応募を希望する者は、「日進市内における高齢者介護施設の設置・運営申請書」ほか、別表に掲げる書類を市長に提出するものとする。

（設置・運営者の決定）

第１１条　市長は、法人の決定について「日進市社会福祉法人審査会」の意見を聴き、決定する。

（設置・運営者の決定の取消し）

第１２条　市長は、前条により決定した者の申請内容等に虚偽、あるいは事実と著しく相違があると認める場合は、この者に対する決定を取消すものとする。

（その他）

第１３条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

     附  則

   この要綱は、平成１２年１０月１６日から施行する。
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日進市社会福祉法人審査委員会設置要綱

  （目  的）

第１条　日進市において、特別養護老人ホーム及び関連施設を設置・運営しようとする社会福祉法人について、老人福祉法施行規則（昭和３８年厚生省令第２８号）第３条第２項第３号に規定する市の意見を提出するについて、市長に意見を具申するため審査委員会を設置する。

  （名  称）

第2条 審査委員会は、日進市社会福祉法人審査委員会（以下「審査委員会」という。）という。

  （構  成）

第3条 審査委員会は、次に掲げる者で構成し、市長が委嘱する。

(1) 日進市民生委員  ２名

(2) 東名古屋医師会日進班代表

(3) 愛豊歯科医師会日進支部代表

(4) 日進市薬剤師会代表

(5) 日進市助役

(6) 日進市生涯支援部長寿支援課長

  （会長及び副会長）

第4条 審査委員会は、委員長を置き、助役を委員長とする。

2 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときには、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

  （会  議）

第5条 審査委員会は委員長が招集する。

2 審査委員会は委員の過半数によって成立する。

  （庶  務）

第6条 審査委員会の庶務は、日進市生涯支援部福祉推進課が行う。

  （秘密の保持）

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

  （その他）

第８条　この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

    附  則

  この要綱は、平成１２年１２月１日から施行する。 
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